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子
ど
も
の
笑
顔
を
み
ん
な
で
守
る

虐
待
か
な
？
と
思
っ
た
ら

（
通
告
・
相
談
）

・
連
絡
は
匿
名
で
行
う
こ
と
も
可
能

で
す
。

・
連
絡
者
や
連
絡
内
容
に
関
す
る
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す
。

▽
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

（
相
談
窓
口
）

　

☎　

儿　

儿
３
１
４
６
＝
月
曜
〜

０４２

３２１

土
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

▽
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

（
緊
急
時
）

　

☎ 
１  
８  
９ 

い
ち 
は
や 
く

※　

お
近
く
の
児
童
相
談
所
に
つ

な
が
り
ま
す
。

※　

☎
１
８
９
が
つ
な
が
ら
な
い

場
合
は
、
☎
０
５
７
０
儿　

儿
０６４

　

へ
。

０００

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

　

児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
、
一
定
の
所
得
額
未
満
の

ひ
と
り
親
家
庭
等
に
支
給
し
て
い

る
児
童
扶
養
手
当
は
、
平
成　

年
２８

８
月
分
か
ら
、
第
２
子
以
降
の
加

算
額
が
増
額
と
な
り
ま
す
（
変
更

後
の
最
初
の
支
給
月
は
、
平
成　
２８

年　

月
）
。
支
給
額
は
下
表
の
と

１２
お
り
で
す
。

　

加
算
額
は
、
第
１
子
の
手
当
と

同
じ
く
、
所
得
に
応
じ
て
決
定
さ

れ
、
全
国
消
費
者
物
価
指
数
に
よ

る
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
も
適
用
に
な

り
ま
す
。

　

な
お
、
現
況
届
の
提
出
に
よ
り

変
更
さ
れ
ま
す
の
で
、
申
請
は
不

要
で
す
。

問
合
先　

子
育
て
支
援
課
手
当
助

成
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
３
９
）

０４２

３８７

一部支給全部支給区　分

４２,３２０円〜９,９９０円４２,３３０円第１子の手当額

５,０００円５,０００円７月分まで
第２子の加算額

９,９９０円〜５,０００円１０,０００円８月分から

３,０００円３,０００円７月分まで第３子以降の加算額
（１人につき） ５,９９０円〜３,０００円６,０００円８月分から

児
童
扶
養
手
当
の

第
２
子
以
降
の

加
算
額
が
変
更

　

交
通
事
故
等
の
第
三
者
か
ら
受

け
た
け
が
な
ど
の
医
療
費
は
、
加

害
者
（
相
手
方
）
が
過
失
割
合
に

応
じ
て
負
担
し
ま
す
が
、
届
け
出

に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
で
、
保

険
診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。　

　

こ
の
場
合
、
自
己
負
担
分
を
除

い
た
医
療
費
を
、
都
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
が
一
時
立
て
替
え

た
後
、
加
害
者
（
相
手
方
）
に
請

求
し
ま
す
。
診
療
を
受
け
る
際
に

は
、
医
療
機
関
に
事
故
に
よ
る
受

診
で
あ
る
こ
と
を
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
事
故
（
自
損
事
故
含

む
）
に
遭
っ
た
ら
、
お
住
ま
い
の

後
期
高
齢
者
医
療
担
当
窓
口
に
必

ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
必
要
な

書
類
（
被
害
届
等
）
は
、
担
当
者

が
事
故
の
状
況
な
ど
を
伺
っ
た
う

え
で
ご
案
内
し
ま
す
の
で
、
事
故

日
か
ら　

日
以
内
に
届
け
出
て
く

３０

だ
さ
い
。

※　

交
通
事
故
の
場
合
、
事
故
証

明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
警
察
に
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

問
合
先　

都
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
保
険
部
保
険
課
点
検
係

（
☎　

儿
３
２
２
２
儿
４
４
８

０３

２
）
、
市
保
険
年
金
課
高
齢
者
医

療
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
３
４
）

０４２

３８７

 　
　

歳
以
上　

歳
未
満
の
国
民
健

７０

７５

康
保
険
加
入
者
の
高
齢
受
給
者
証

を
、
８
月
に
一
斉
更
新
し
ま
す
。

　

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
郵
送

し
ま
し
た
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

【
負
担
割
合
】

　

病
院
等
の
窓
口
で
の
支
払
い

は
、
高
齢
受
給
者
証
に
記
載
さ
れ

国
民
健
康
保
険

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
は

届
き
ま
し
た
か

た
一
部
負
担
金
の
割
合
に
な
り
ま

す
。

　

必
ず
保
険
証
と
一
緒
に
高
齢
受

給
者
証
も
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

一
般
の
方
は
２
割
（
昭
和　

年
１９

４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は

特
例
措
置
に
よ
り
１
割
）
負
担
で

す
が
、
市
・
都
民
税
の
課
税
所
得

が　

万
円
以
上
あ
る
方
（
一
定
以

１４５
上
所
得
者
）
と
そ
の
世
帯
に
属
す

る
方
は
３
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
世
帯
で　

歳
以
上　

歳

７０

７５

未
満
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が

２
人
以
上
い
る
場
合
、
収
入
の
合

計
が　

万
円
（
１
人
の
場
合　

万

５２０

３８３

円
）
未
満
の
方
は
、
申
請
に
よ
り

２
割
（
昭
和　

年
４
月
１
日
以
前

１９

に
生
ま
れ
た
方
は
特
例
措
置
に
よ

り
１
割
）
負
担
に
な
り
ま
す
。

【
住
所
等
が
変
わ
っ
た
と
き
は
届

け
出
を
】

　

転
入
・
転
出
・
死
亡
等
に
よ
り

世
帯
構
成
ま
た
は
前
年
の
所
得
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
負
担
割

合
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、

必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

保
険
年
金
課
国
民
健
康

保
険
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
３

０４２

３８７

３
）

 　

市
で
は
、
事
業
実
施
の
効
果
を

検
証
し
、
今
後
の
事
業
の
参
考
と

す
る
た
め
、
３
月　

日
～
４
月　

１５

１５

日
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し

ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
調
査
結
果
が
ま
と

ま
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

閲
覧
場
所
等　

生
涯
学
習
課
（
市

役
所
第
二
庁
舎
７
階
）
、
市
役
所

第
二
庁
舎
１
階
受
付
、
図
書
館
本

館
、
公
民
館
各
館
、
東
小
金
井
駅

開
設
記
念
会
館
、
婦
人
会
館
、
上

之
原
会
館
、
前
原
町
西
之
台
会

館
、
桜
町
上
水
会
館
、
文
化
財
セ

ン
タ
ー
で
ご
覧
い
た
だ
け
る
ほ

か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開

名
勝
小
金
井
（
サ
ク
ラ
）

復
活
事
業
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

し
て
い
ま
す
。

問
合
先　

生
涯
学
習
課
文
化
財
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
７
９
）

０４２

３８７

 　

仕
事
と
育
児
の
両
立
を
め
ざ
す

方
等
を
対
象
と
し
た
就
職
支
援
セ

ミ
ナ
ー
で
す
。
仕
事
に
就
く
た
め

の
準
備
や
面
接
対
策
等
に
つ
い
て

学
び
ま
す
。

と　

き　

９
月
６
日
、　

月
４
日

１０

い
ず
れ
も
火
曜
日
午
前　

時　

分

１０

３０

～
正
午
（
全
２
回
）

と
こ
ろ　

前
原
暫
定
集
会
施
設
２

階
Ｂ
・
Ｃ
会
議
室

講　

師　

マ
ザ
ー
ズ
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
立
川
就
職
支
援
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー

定　

員　
　

人
（
申
込
順
）

１２

そ
の
他　

保
育
あ
り
（
要
事
前
申

込
）

申　

込　

８
月　

日
か
ら
、
電
話

２２

ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で
、
子
育
て
支

援
課
子
育
て
支
援
係
（
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
３
６ 
　

儿　

儿
２
６
０

０４２

３８６

９
）
へ
。

 　

乳
幼
児
医
療
費
助
成
・
義
務
教

育
就
学
児
医
療
費
助
成
を
受
け
て

い
る
方
で
更
新
手
続
（
現
況
届
）

が
必
要
な
方
に
、
届
出
用
紙
を 

郵
送
し
ま
す
の
で
、
８
月　

日
３１

（
水
）
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　

現
況
届
は
、
子
ど
も
の
医
療
費

助
成
を
受
給
し
て
い
る
保
護
者
の

前
年
の
所
得
状
況
と
、
平
成　

年
２８

　

月
１
日
現
在
の
健
康
保
険
証
の

１０情
報
、
養
育
状
況
な
ど
を
確
認

し
、
受
給
資
格
の
有
無
を
審
査
す

る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

期
限
ま
で
に
現
況
届
が
提
出
さ

れ
な
い
場
合
、　

月
１
日
か
ら
の

１０

医
療
費
助
成
が
受
け
ら
れ
な
く
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
住
民
税
課
税
（
所
得
）

情
報
・
健
康
保
険
証
の
情
報
等
、

女
性
の
た
め
の

就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

FAX

乳
幼
児
医
療
費
助
成
・
義

務
教
育
就
学
児
医
療
費
助

成
現
況
届
の
提
出
を

更
新
手
続
に
必
要
な
情
報
の
す
べ

て
が
確
認
で
き
る
方
に
は
、
届
け

出
が
不
要
な
た
め
医
療
証
を
９
月

下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　

所
得
制
限
超
過
等
で
消
滅
に
な

っ
た
方
に
は
、
医
療
費
助
成
受
給

資
格
消
滅
通
知
書
を　

月
上
旬
に

１０

郵
送
し
ま
す
。

問
合
先　

子
育
て
支
援
課
手
当
助

成
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
３
９
）

０４２

３８７

 　

市
内
在
住
で
、
医
療
保
険
に
加

入
し
て
お
り
、
他
の
公
的
医
療
保

障
を
受
け
て
い
な
い
児
童
（
小
・

中
学
生
）
の
保
護
者
の
方
で
、
平

成　

年
中
の
所
得
が
所
得
制
限
内

２７
に
な
っ
た
方
は
、
申
請
に
よ
り　
１０

月
１
日
か
ら
義
務
教
育
就
学
児
医

療
費
助
成
を
受
給
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

申
請
書
は
、
子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
第
二
庁
舎
３
階
）
で
配

布
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

す
で
に
義
務
教
育
就
学
児
医
療

費
助
成
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、

改
め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

所
得
制
限　

左
表
の
と
お
り

 
※　

社
会
保
険
料
控
除
分
（
一
律

８
万
円
）
を
含
む
金
額
で
す
の

で
、
改
め
て
社
会
保
険
料
を
控

除
し
て
計
算
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

※　

所
得
額
は
、
収
入
か
ら
必
要

経
費
な
ど
を
差
し
引
い
た
額

（
給
与
所
得
者
の
場
合
は
給
与

所
得
控
除
後
の
金
額
）
で
す
。

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費

助
成
制
度
の
申
請
の

受
け
付
け

所得制限限度額扶養親族の
人数

６３０万円０人
６６８万円１人
７０６万円２人
７４４万円３人

１人増すごとに
３８万円を加算４人以上

※　

こ
の
ほ
か
に
、
各
種
控
除

（
医
療
費
控
除
、
寡
婦
（
夫
）

控
除
、
障
害
者
控
除
等
）
を
所

得
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

受
付
期
間
等　

８
月
１
日
（
月
）

～
９
月
９
日
（
金
）
午
前
８
時　
３０

分
～
午
後
５
時
（
正
午
～
午
後
１

時
お
よ
び
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を

除
く
）

受
付
場
所　

子
育
て
支
援
課
窓
口

必
要
書
類　

▽ 

医
療
証
交
付
申

請
書　

▽
印
鑑
（
申
請
書
に
押

印
）
▽
児
童
の
健
康
保
険
証
の
写

し　

▽
申
請
者
お
よ
び
配
偶
者
の

平
成　

年
度
住
民
税
課
税
証
明
書

２８

（
平
成　

年
１
月
１
日
以
前
か

２８

ら
、
小
金
井
市
に
住
民
登
録
が
あ

る
方
は
不
要
）
▽
そ
の
他
に
書
類

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

そ
の
他　

郵
送
で
の
申
請
も
受
け

付
け
ま
す
。
窓
口
が
込
み
合
う
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
郵
送

申
請
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

子
育
て
支
援
課
手
当
助

成
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
３
９
）

０４２

３８７

 　

乳
幼
児
お
よ
び
保
護
者
の
相
互

交
流
の
た
め
、
学
童
保
育
所
を
居

場
所
と
し
て
提
供
し
て
い
ま
す
。

と　

き　

毎
週
月
曜
・
火
曜
・
金

曜
日
午
前　

時　

分
～
午
後
０
時

１０

３０

　

分
４５※　

都
合
に
よ
り
実
施
し
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
８
月
１
日

（
月
）
～　

日
（
火
）
お
よ
び

３０

　

月　

日
（
祝
）～　

日
（
火
）

１２

２３

２７

は
実
施
し
ま
せ
ん
。
さ
く
ら
な

み
学
童
保
育
所
と
あ
か
ね
学
童

保
育
所
は　

月
３
日
（
月
）
、

１０

さ
わ
ら
び
学
童
保
育
所
と
み
な

み
学
童
保
育
所
は　

月
３
日

１０

（
月
）
と　

月　

日
（
月
）
、

１１

２１

ま
え
は
ら
学
童
保
育
所
は　

月
１０

３
日
（
月
）と　

月　

日
（
月
）

１１

１４

は
実
施
し
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
・
問
合
先　

▽
た
け
と
ん

ぼ
学
童
保
育
所
（
☎　

儿　

儿
５

０４２

３８３

○子

学
童
保
育
所
子
育
て
ひ
ろ
ば

４
８
８
）
▽
さ
わ
ら
び
学
童
保
育

所
（
☎　

儿　

儿
５
４
８
９
）
▽

０４２

３８３

ま
え
は
ら
学
童
保
育
所
（
☎　

儿
０４２

　

儿
１
１
７
９
）
▽
さ
く
ら
な
み

３８３学
童
保
育
所
（
☎　

儿　

儿
１
１

０４２

３８３

８
３
）
▽
み
な
み
学
童
保
育
所

（
☎　

儿　

儿
１
１
６
７
）
▽
あ

０４２

３８３

か
ね
学
童
保
育
所
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８５

３
３
７
０
）

 　

助
産
師
や
先
輩
マ
マ
を
囲
ん

で
、
産
後
の
育
児
に
つ
い
て
お
話

し
ま
す
。

と　

き　

９
月
１
日
（
木
）
午
後

２
時
～
３
時

と
こ
ろ　

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン

タ
ー
ゆ
り
か
ご
談
話
室

対　

象　

妊
婦
と
パ
ー
ト
ナ
ー

（
妊
婦
一
人
で
の
参
加
も
可
）

※　

第
１
子
出
産
の
方
を
優
先
し

ま
す
。

定　

員　

８
組
（
申
込
順
）

申　

込　

８
月
２
日
か
ら
、
電
話

ま
た
は
直
接
、
子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ー
（
☎　

儿　

儿
３
１
４

０４２

３２１

１
＝
月
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除

く
）
へ
。

 　

同
セ
ン
タ
ー
は
、
依
頼
会
員

（
手
助
け
を
し
て
ほ
し
い
方
）
と

協
力
会
員
（
お
手
伝
い
を
し
た
い

方
）
の
会
員
組
織
で
す
。

　

子
ど
も
の
健
康
と
安
全
、
子
ど

も
の
発
達
、
食
事
、
応
急
手
当
な

ど
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

　

子
育
て
を
地
域
で
支
え
る
相
互

援
助
活
動
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
。

と　

き　

９
月
６
日
（
火
）、　
１６

日（
金
）、　

日
（
水
）、　

月
６
日

２８

１０

（
木
）
、　

日（
木
）
、　

日
（
水
）

１３

１９

午
前
９
時　

分
～
午
後
１
時

３０

※　

こ
の
ほ
か
の
日
程
で
保
育
実

習
が
あ
り
ま
す
。
出
席
で
き
る

回
か
ら
の
参
加
も
可
能
で
す
。

と
こ
ろ　

保
健
セ
ン
タ
ー

プ
レ
マ
マ
・
プ
レ
パ
パ

よ
う
こ
そ　

ゆ
り
か
ご
へ

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー

協
力
会
員
講
習
会

対　

象　

援
助
活
動
に
関
心
の
あ

る　

歳
以
上
の
方

２０
申　

込　

電
話
で
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
（
☎　

儿
０４２

　

儿
１
７
０
１
＝
日
曜
・
祝
日
を

３２０除
く
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）へ
。

 　

子
育
て
・
子
育
ち
の
テ
ー
マ
で

交
流
し
ま
す
。
お
子
さ
ん
と
一
緒

に
参
加
で
き
ま
す
。

と　

き　

９
月
４
日
（
日
）
午
後

２
時
～
４
時

と
こ
ろ　

中
町
桜
並
集
会
所

参
加
費　
　

円
（
お
茶
代
）

２００

申　

込　

電
話
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル

で
、
同
協
議
会
事
務
局
・
水
谷

（
☎　

儿
６
４
８
８
儿
５
７
３
１

０７０

死ko
gan
ei.k.k.n

etw
k@
gm
a

il.co
m

）
へ
。

小
金
井
子
育
て
・
子
育
ち

支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会

交
流
会
「
子
育
て
環
境

日
本
一
」
の
小
金
井
っ
て

ど
ん
な
町
？

 
◎
６
月
分

【
特
定
寄
附
】

◆
み
ど
り
と
公
園
基
金
に

▽　

円
＝
リ
サ
イ
ク
ル
・
ガ
ー
デ

７９２
ン
バ
ザ
ー 善善

意意
のの

輪輪

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

交
通
事
故
な
ど
に

遭
っ
た
と
き
は


